[bookmark: _GoBack]忍野村まん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する
新型コロナウイルス感染症検査費用支援事業費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、忍野村から埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のまん延防止等重点措置対象区域に通勤・通学する者が受けた新型コロナウイルス感染症検査に要した費用の一部について補助金を交付し、もって村内における社会不安の解消及び新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るものとし、その交付に関しては、忍野村補助金等交付規則（昭和５４年規則第１号（以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（1） １都３県　東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
（2） まん延防止等重点措置等　まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言をいう。
（３）新型コロナウイルス感染症検査　ＰＣＲ検査及び抗原定量検査（検査に要する費用の全額を自ら負担したものに限る。）
　（４）通勤・通学する者　次に掲げるいずれかに該当する者であって、忍野村に居住する者をいう。
　　　ア　まん延防止等重点措置対象区域に設置されている学校教育法（昭和２２年法律第
２６号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校、同法第１２４条に規定する専修学校、同法第１３４条第１項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設であって村長が適当と認めるものに通学する者
　　  イ　まん延防止等重点措置対象区域に存在する企業等に通勤する者
　（５）補助対象者　忍野村から１都３県に通勤・通学する者で、第３条で定める補助対象期間に自発的に新型コロナウイルス感染症検査を受けた者又は当該者の保護者をいう。


（補助対象期間）
第３条　忍野村から別紙に掲げる対象区域に同じ番号の対象期間中に通勤・通学する者が受けた新型コロナウイルス感染症検査を補助対象とする。

（補助対象費用及び補助金の額）
第４条　補助金の対象となる費用は新型コロナウイルス感染症検査に要する費用とする。
２　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とする。ただし、補助金の額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
３　補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
（１）対象区域等１及び２については、検査１回当たり７，５００円を上限とし、１人２回
までとする。
　（２）対象区域等３及び４については、検査１回当たり７，５００円を上限とし、１人１回
までとする。

（交付申請）
第５条　補助金の交付を申請しようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、交付申請書兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、令和３年６月３０日までに村長に提出しなければならない。
（１）新型コロナウイルス感染症検査の領収書の原本
（２）新型コロナウイルス感染症検査の結果の写し
（３）学生証の写し又は勤務先の社員証の写し
（４）振込口座が確認できる通帳その他の書類の写し
（５）その他村長が必要と認める書類

（交付の決定及び額の確定）
第６条　村長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認める場合は交付額決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。
２　村長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者（以下「交付決定者」という。）に対して、補助金を交付するものとする。


（補助金の返還等）
第７条　村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
（１）虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定または交付を受けたとき。
（２）法令若しくはこの要綱に違反したとき。
（３）その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

（報告及び調査）
第８条　村長は、本事業に係る予算の執行の適正を期すために必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は当該職員に調査を行わせることができる。

（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。


附　則
１　この告示は、令和３年４月３０日から施行する。
２　この告示は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。



別紙

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]対象区域等１
	対象区域１
	東京都：２３区、武蔵野市、立川市、八王子市、
町田市、調布市、府中市

	
	対象期間１
	令和３年４月１２日から令和３年５月１１日まで

	対象区域等２
	対象区域２
	埼玉県：さいたま市、川口市
千葉県：市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
神奈川県：横浜市、川崎市、相模原市

	
	対象期間２
	令和３年４月２０日から令和３年５月１１日まで

	対象区域等３
	対象区域３
	東京都：対象区域１以外の市町村

	
	対象期間３
	令和３年４月２５日から令和３年５月１１日まで

	対象区域等４
	対象区域４
	埼玉県：川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、
戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
千葉県：千葉市、野田市、我孫子市、流山市、
習志野市、鎌ケ谷市、八千代市
神奈川県：鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市

	
	対象期間４
	令和３年４月２８日から令和３年５月１１日まで







様式第１号（第５条関係）

まん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する新型コロナ
ウイルス感染症検査費用支援事業費補助金交付申請書兼請求書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　月　　日
忍野村長　様　　　　　　　　　
　　　　 申請者  住所　　　　　　　　　　　　　　 　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

まん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する新型コロナウイルス感染症検査費用補助金について、次のとおり　申請及び請求します。

１．新型コロナウイルス感染症検査受検者
	氏名
	
	生年月日
	

	現住所
	　
	電話番号
	

	通学している学校名・学年及び所在地（学生の場合のみ記載）　　　　　
	学校名：　　　　　　　　　　　　　　　　（　　学年）
所在地：

	通勤している企業等の名称及び所在地
	企業名：
所在地：　　　



２．検査結果
	検査年月日
	検査実施機関
	検査区分
	検査結果

	
	
	PCR検査　・　抗原定量検査
	陰性　・　陽性



３．申請額・請求額
	検査費用
	円
	申請額（請求額）
	円


＊申請額は、検査１回当たり７，５００円を上限とし、補助対象者一人につき２回までとなります。

４．振込先
	振込先
	振込先金融機関
	　　　　　　　　銀行・信用金庫・農協・信用組合

	
	
	　　　　　　　　本店・支店・本所・支所

	
	口座の種類・番号
	普通　・　当座
	
	
	
	
	
	
	

	
	ふりがな
	

	
	口座名義
	




５．添付書類
　□検査の領収書の原本　　□検査結果の写し　　□学生証の写し（学生の場合）
　□社員証の写し（通勤者の場合）□振込口座の預金通帳等の写し


様式第２号（第６条関係）
第　　　　　　号
令和　年　月　日

　　　　　　　　　　　　殿

忍野村長　　　　　　　　　　印


まん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する新型コロナウイルス
感染症検査費用支援事業費補助金交付額決定通知書

　令和　年　月　日付けで申請のあったまん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する新型コロナウイルス感染症検査費用補助金について、忍野村まん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する新型コロナウイルス感染症検査費用支援事業費補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり交付することに決定したので通知します。



交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


交付の条件
　忍野村まん延防止等重点措置対象区域への通勤・通学者に対する新型コロナウイルス感染症検査費用支援事業費補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の返還を求める場合があります。
